
地

価

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
非
課
税
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

（
非
課
税
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

第
三
条

省

略

第
三
条

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

13

13

法
別
表
第
一
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
土
地
等
は
、
次
の
各
号
に

同

上

14

14

掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
等
と
す
る
。

一

法
別
表
第
一
第
十
六
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
、
送
電
事
業
及
び
発
電
事

一

法
別
表
第
一
第
十
六
号
に
規
定
す
る
電
気
事
業

次
に
掲
げ
る
土
地
等

業

次
に
掲
げ
る
土
地
等

イ
・
ロ

省

略

イ
・
ロ

同

上

二

法
別
表
第
一
第
十
六
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
及
び

二

法
別
表
第
一
第
十
六
号
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
事
業
及
び
簡
易
ガ
ス
事
業

次
に

ガ
ス
製
造
事
業

次
に
掲
げ
る
土
地
等

掲
げ
る
土
地
等

イ

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
十
三
項
（
定
義

イ

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
十
二
項
（
定
義

）
に
規
定
す
る
ガ
ス
工
作
物
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
ガ
ス
工
作
物
」
と
い
う

）
に
規
定
す
る
ガ
ス
工
作
物
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
ガ
ス
工
作
物
」
と
い
う

。
）
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
及
び
ガ
ス
工
作
物
の
保
守
修
繕
施
設
の
用
に

。
）
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
及
び
ガ
ス
工
作
物
の
保
守
修
繕
施
設
の
用
に

供
さ
れ
て
い
る
土
地
等

供
さ
れ
て
い
る
土
地
等

ロ

ガ
ス
事
業
法
第
十
九
条
第
一
項
（
供
給
計
画
）
若
し
く
は
第
五
十
六
条
第
一
項

ロ

ガ
ス
事
業
法
第
二
十
五
条
第
一
項
（
ガ
ス
の
供
給
計
画
）
の
規
定
に
よ
り
経
済

（
供
給
計
画
）
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
た
こ
れ
ら
の
規
定
の
供

産
業
大
臣
に
届
け
出
た
同
項
の
供
給
計
画
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

給
計
画
（
同
法
第
十
九
条
第
二
項
又
は
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
後
の
当
該
供
給
計
画
）
に
記
載
さ
れ
た
ガ

を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
届
出
に
係
る
変
更
後
の
こ
れ
ら
の
供
給
計
画
）
又
は

ス
工
作
物
の
用
に
供
す
る
た
め
の
土
地
等

同
法
第
九
十
三
条
第
一
項
（
製
造
計
画
）
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
に
届
け

出
た
同
項
の
製
造
計
画
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
当

該
届
出
に
係
る
変
更
後
の
当
該
製
造
計
画
）
に
記
載
さ
れ
た
ガ
ス
工
作
物
の
用
に

供
す
る
た
め
の
土
地
等

三

省

略

三

同

上

省

略

同

上

15

15

（
課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
の
対
象
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

（
課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
の
対
象
と
さ
れ
る
土
地
等
の
範
囲
等
）

第
五
条

法
別
表
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
同
号
に
規
定

第
五
条

同

上

す
る
製
造
業
等
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
の
面
積
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
面
積
に
相
当
す
る
面
積
と
す
る
。



一

省

略

一

同

上

二

工
場
立
地
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
（
工
場

二

工
場
立
地
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
（
工
場

立
地
に
関
す
る
準
則
等
の
公
表
）
の
規
定
に
よ
り
法
別
表
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る

立
地
に
関
す
る
準
則
等
の
公
表
）
の
規
定
に
よ
り
法
別
表
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る

市
町
村
準
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該
市
町
村
準
則
に
定
め
ら
れ
た
同
号
に

都
道
府
県
準
則
又
は
市
準
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該
都
道
府
県
準
則
又
は

規
定
す
る
環
境
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
の
面
積
の
同
号
に
規
定
す
る
製

市
準
則
に
定
め
ら
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
環
境
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等

造
業
等
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合

の
面
積
の
同
号
に
規
定
す
る
製
造
業
等
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
面
積
に
対

す
る
割
合

２
～
７

省

略

２
～
７

同

上

８

法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該

８

同

上

土
地
等
が
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
土
地
等
（
同
表
第
九
号
に
掲
げ
る
土
地
等
を
除
く
。

）
又
は
同
項
に
規
定
す
る
土
地
等
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の

土
地
等
（
こ
れ
ら
の
土
地
等
の
部
分
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
ら
の
土
地
等
の
部
分
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
証
明
し
た
書
類
で
こ
れ
ら
の
土
地
等
の

所
在
地
及
び
面
積
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
年
の
課
税
時
期
に
係
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限

（
そ
の
年
の
課
税
価
格
が
基
礎
控
除
の
額
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出

期
限
に
相
当
す
る
日
）
の
翌
日
か
ら
七
年
間
、
そ
の
者
の
納
税
地
に
お
い
て
法
第
三
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
帳
簿
と
併
せ
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
別
表
第
二
第
一
号
に
掲
げ
る
土
地
等

当
該
土
地
等
の
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

一

同

上

る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

イ

省

略

イ

同

上

ロ

工
場
立
地
法
第
六
条
第
一
項
（
届
出
）
に
規
定
す
る
特
定
工
場
に
お
け
る
環
境

ロ

工
場
立
地
法
第
六
条
第
一
項
（
届
出
）
に
規
定
す
る
特
定
工
場
に
お
け
る
環
境

施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等

同
項
に
規
定
す
る
当
該
特
定
工
場
の
設
置

施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等

同
項
に
規
定
す
る
当
該
特
定
工
場
の
設
置

の
場
所
を
管
轄
す
る
市
町
村
長

の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長

二
～
十
四

省

略

二
～
十
四

同

上

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


